
２０２３年１１月吉日 

お得意様各位 

 

大臣認定擁壁「ＲＥＣＯＭシステム」認定工事に於ける 

事前確認実施についてのご案内 
 

拝啓 

貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素より格別に弊社製品をご愛顧賜

り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、表題に挙げましたとおり、大臣認定擁壁「ＲＥＣＯＭシステム」認定工事に於け

る事前確認の実施についてご案内申し上げます。ＲＥＣＯＭシステムは、近年、認定現場

での問題の発生や、宅地造成等規制法から宅地造成、および特定盛土等規制法へ法律改正

が行われるなど、これまで以上に厳格な運用が求められております。 

 そこで弊社ではこれに対応すべく、認定工事管理の変更を行うことと致しました。今

後、認定工事を行う場合は、必ず工事内容を事前（行政手続き前）に確認させて頂くこと

となりました。事前確認を受けずに実施した工事は如何なる理由があっても大臣認定擁壁

「ＲＥＣＯＭシステム」の認定工事にはなりませんので、ご了承をお願い致します。な

お、認定工事に必要な最終検査資料の準備等につきましては、これまで通り全ての認定設

計毎にご準備をお願い致します。 

誠に勝手ではございますが、実情をご賢察の上、ご理解を賜りたくここにご案内をさせ

て頂きます。 

 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 
 

事前確認開始時期：２０２４年２月１日より 
 

確認事項 

① 設計図書（平面図、立面図、その他）の内容確認 

② 土質試験、地盤調査等の実施確認 

③ 上記の試験、調査を元に正しく認定設計を選択していることの確認 

④ 認定設計に変更が加えられていないことの確認 

⑤ 指定された材料に変更が加えられていないことの確認 

⑥ 図面内に認定擁壁「ＲＥＣＯＭシステム」が正しく表記されていることの確認 

⑦ その他仕様等について確認 

※弊社の確認は、認定設計の内容確認であり、行政手続きの事前審査ではありません。 
 

ご不明な点は弊社営業所/所長までお問い合わせください。 

以上 


